
平成29年10月

11月

平成30年２月

３月

５月

６月

７月

８月

10月

平成31年

◆ 福祉関係者、医療、近隣住民、成年後見人との連携

◆ 近隣金融機関の理解と協力により、成年後見人が妻に同行し、預金の払戻しが可能に

◆ 近隣の方々（商店街や知人）からの食事の差し入れ等緩やかな見守り

◆ 地元知人とのカラオケを楽しみにされ、夫が乗った車いすを妻が押している姿が度々みられた。

～　地域の理解と各種支援者の連携で、夫婦は在宅での生活を継続していく　～

【事例】地域のなかで自分らしく暮らす

◆ 火の元の心配から、ガスレンジからIH（電磁調理器）に変更。妻は、使い方を聞きに度々隣家を
訪ねる。自宅にIHの使い方手順番号が貼ってある等、隣家がサポートをしてくれていた。
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会議の結果、区長申立てを進めるにあたり本人の意思確認を行い進めることとなる。

ケアマネージャーが包括に相談。『夫が「将来を見据えて使える制度があれば使いた
い」と話している。』

包括が訪問したところ、夫婦ともに認知症状がみられ、自身の財産状況を把握できて
いないことが分かる。

包括から後見センターに初回相談があり訪問。本人の意向や財産状況の聞き取り。

後見センターから弁護士会に相談し、弁護士が訪問。包括、ケアマネジャー、社協が
自宅を訪問。夫婦の現状を確認しながら、支援方法を相談
→まずは財産状況の把握を行うこととなった。（ホームロイヤー契約を検討）

弁護士、包括、社協が訪問。以前より判断能力の低下がみられ、ホームロイヤー契約
は難しく、後見利用を検討。
親族との関係性から、親族で成年後見の申立てをできる者はいない。

＊妻のほうが、物盗られ妄想は強い。

ヘルパーの交代により、訴えは落ち着いた。

以前作成した公正証書遺言の書き換えについて、夫から度々話が出るようになる。

成年後見人（弁護士と社協）が選任された。

関係者会議開催。地域福祉課、包括、ケアマネ、社協参加。

夫が、「ヘルパーが物を盗る」と頻回に訴え、ヘルパー事業所への不信感を訴える。

夫は「世話をしてくれる人にあげたい」との意向だが、内容は曖昧。

妻 90代

要介護１

認知症状あり

（記憶力低下、被害妄想）

・調理など家事は行っている

・夫が外出するときは、車いす

を押している。

夫 90代

要介護１

認知症状あり

（記憶力低下、被害妄想）

・外出するときは、車いす使用

・町会関係の方と趣味を楽しみ

夫婦の意向：可能な限り、住み慣れた地域、住み慣れた自分の家で生活したい

子どもはいない

ケアマネージャー訪問診療医師

訪問看護師

近所の知人商店街金融機関

弁護士会

成年後見人(専門職等）

地域包括支援センター

趣味仲間

おおた成年後見センター

公証役場(遺言）

訪問介護(ﾍﾙﾊﾟｰ）

相談

気づき

相談 相談

見守り 見守り
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